
令和８年６月30日
横浜市健康福祉局保険年金課

横浜市特定健診等システム標準化に関する情報提供依頼書（RFI）

背景及び目的
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」が令和３年５月19日に公布され、標準化対象事務について、国が策定する標準仕様に準拠したシステム（以下「標準準拠システム」という。）に移行することが義務付けられました。特定健診等事務についても、令和８年１月に特定健診等システム標準仕様書【第1.1版】が示されており、今後標準仕様に準拠したシステムへの移行が義務付けられる見込みです。
横浜市（以下「本市」という。）では、特定健診等システムについて、令和11年１月の標準準拠システムへの移行を目指し、現行システムの調査や標準仕様との比較分析等を進めているところです。移行の実現に向けては、目標時期までに標準準拠システムが情報システム開発事業者（以下「事業者」という。）から確実に提供される必要があります。
つきましては、各事業者における標準準拠システム提供の意向、対応可否、対応可能スケジュール等を把握することを目的として、本情報提供依頼を実施します。
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本依頼では、本市が提示する各資料に基づき、次に示す各項目について資料の提供を依頼します。なお、依頼事項への対応が困難な場合は、貴社が対応可能な範囲を踏まえ、本市にご相談ください。
提供資料一覧
本依頼にあたり本市から提供する資料は、次のとおりです。
なお、下表に示す資料のうち、※印を付した「別紙１ 機能・帳票要件一覧」、「別紙２ 帳票詳細要件一覧」及びこれらに対応する回答様式（「様式２_機能・帳票要件対応表」、「様式３_帳票詳細要件対応表」）については、令和８年７月10日（金）に追加で提供します。

	№
	分類
	資料名称

	1
	実施要領
	· 横浜市特定健診等システム標準化に関する情報提供依頼書（RFI)（本書）
· 情報提供依頼事項一覧

	2
	情報提供依頼説明書
	· 特定健診等システム標準化に係る要件
· 別紙１ 機能・帳票要件一覧　※
· 別紙２ 帳票詳細要件一覧　※
· 別紙３ インタフェース要件一覧
· 別紙４ 非機能要件一覧
· 別紙５ 現行業務規模一覧

	3
	回答様式
	· 様式１_情報提供依頼回答
· 様式２_機能・帳票要件対応表　※
· 様式３_帳票詳細要件対応表　※
· 様式４_インタフェース要件対応表
· 様式５_見積資料
· 様式６_RFI質問票


依頼事項
情報提供依頼事項一覧に記載されている各事項に対してご回答をお願いします。
依頼事項の概要は主に次のとおりです。
· 契約期間・作業スケジュール
· 導入予定の標準準拠システムパッケージの情報
· 各種要件への対応可否
· 見積費用
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令和８年６月30日（火）から令和８年７月31日（金）17時00分まで

情報提供依頼に関する質問
質問方法
本依頼について質問がある場合は、次の要領にてご連絡ください。

· 提出期限	：令和８年７月16日（木）17時00分
· 提出方法	：「様式６_RFI質問票」を次のいずれかの方法で提出してください。（※１）
· ファイル送信用ツールを活用し、ダウンロードURL等を電子メールで送付
· 資料を添付した電子メールで送付（※２）
· メール送付先	：横浜市健康福祉局保険年金課システム標準化担当
· メールアドレス	：kf-kenshinsys@city.yokohama.lg.jp 
· 件名	：横浜市特定健診等RFI 情報提供依頼に関する質問（参加者名）
· その他	：メール送付後、受信確認の電話連絡を本市に行ってください。
（連絡先：横浜市健康福祉局保険年金課 福田　電話番号：045-671-4067）

※１　情報セキュリティ確保の観点から、ファイル送信用ツールの利用を推奨します。ツールは参加事業者にてご用意いただき、ダウンロード時のパスワード設定、ダウンロード期限設定等のセキュリティ対策を講じてください。なお、ダウンロード用のパスワードは電話で本市担当者宛にご連絡ください。
※２　電子メールに資料を添付する場合は、添付ファイルにパスワードを付与し、パスワードは電話で本市担当者宛にご連絡ください。
質問の回答
質問内容に関する回答は、次のとおりとします。

· 回答日	：令和８年７月21日（火）
· 回答方法	：質問回答の一覧を、全参加事業者の担当者へ電子メールで送付します。
· その他	：回答の準備が整い次第、回答日を待たずに送付する場合があります。


回答資料の提出方法
回答資料の提出については、次の日時、提出先までお願いします。
また、本市から指定した様式に加え、参加者において提案等がある場合は、提案内容を示した資料を同梱のうえ送付してください。追加提案等について、様式の指定は特にありません。

· 提出期限	：令和８年７月31日（金）17時00分
· 提出方法	：提出方法は、前述の2.4(1)と同様
· メール送付先	：横浜市健康福祉局保険年金課システム標準化担当
· メールアドレス	：kf-kenshinsys@city.yokohama.lg.jp 
· 件名	：横浜市特定健診等RFI 資料提出（参加者名）
· その他	：メール送付後、受信確認の電話連絡を本市に行ってください。
（連絡先：横浜市健康福祉局保険年金課 福田　電話番号：045-671-4067）

[bookmark: _Toc229986267]ヒアリング等
資料を提出いただいた参加者に対し、提出いただいた資料に係る確認事項についてヒアリングをさせていただく場合があります。また、提出いただいた資料に対し、照会又は追加の資料提出を依頼する場合があります。
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[bookmark: _機密保持、資料の取扱い]本依頼の実施にあたり、以下の事項についてご留意ください。
本依頼の対応に要する一切の費用は、参加者の負担とします。
提出いただいた資料は、返却しません。
提出いただいた資料は、「特定健診等システム標準化」の目的の範囲内において利用します。また、事業者に無断で第三者に開示することはありません。
本依頼の実施をもって、本市がシステムの調達を行うことを約束したり、参加者に特別の地位を付与したりするものではありません。また、本依頼に応じない事業者について、不利益に取り扱うことはありません。
提出いただいた資料等は、今後作成する調達仕様書の作成の参考とさせていただく場合があります。そのため、機密性の高い情報を含む場合は、該当箇所にその旨を明記してください。
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